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平
素
は
、
行
政
全
般
に
わ
た
り
、
深
い
ご
理
解
と
ご
指
導
そ
し
て
ご
支
援
を
賜
わ
り
ま
こ

と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

地
方
分
権
一
括
法
が
施
行
さ
れ
、
本
格
的
な
地
方
分
権
が
進
み
つ
つ
あ
る
一
方
で
、
少
子

高
齢
化
の
進
展
を
は
じ
め
、
高
度
情
報
化
社
会
の
到
来
、
現
下
の
厳
し
い
地
方
財
政
の
状
況

な
ど
町
行
政
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
、
今
後
は
幅
広
い
視
点
か
ら
の
取
り
組
み

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
、
環
境
変
化
に
適
切
に
対
応
し
つ
つ
、
地
域
住
民
が
安
心
し
て
心
豊
か
に
暮
ら

せ
る
地
域
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
市
町
村
合
併
は
、
今
や
、
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
ず
足
腰
の
強
い
自
治
体
を

つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
当
初
は
、
郡
域
で
の
合
併
も
研
究
し
ま
し
た
が
、
か
な
り
温
度
差
も

ご
ざ
い
ま
し
て
、
熟
慮
を
重
ね
た
結
果
、
神
崎
町
と
大
河
内
町
の
両
町
で
進
め
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
両
町
と
も
住
民
の
皆
様
方
に
、
情
報
を
提
供
し
つ
つ
ご
意
見
を
拝
聴

し
、
平
成
16
年
２
月
３
日
に
は
、
神
崎
町
・
大
河
内
町
合
併
協
議
会
設
置
の
議
決
を
両
町
と

も
全
会
一
致
で
了
し
て
い
た
だ
き
、
２
月
15
日
に
合
併
協
議
会
の
発
足
式
並
び
に
第
１
回
合

併
協
議
会
を
開
催
し
、
協
議
会
委
員
様
に
委
嘱
を
ご
依
頼
申
し
上
げ
、
行
政
全
般
に
わ
た
る

事
項
に
つ
き
ま
し
て
、
協
議
・
調
整
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の

協
議
会
設
置
と
併
せ
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
や
、
こ
の
協
議
会
だ
よ
り
の
発
行
等
、
会
議

の
内
容
を
は
じ
め
と
す
る
合
併
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を
提
供
し
て
ま
い
り
ま
す
。

さ
て
両
町
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
の
特
色
を
生
か
し
な
が
ら
、
地
域
の
皆
様
と
と
も
に
町
づ

く
り
を
進
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
町
づ
く
り
の
た
め
に
、
今
日
ま
で
多

く
の
為
政
者
、
ま
た
町
民
の
皆
様
の
並
々
な
ら
ぬ
心
血
と
情
熱
が
注
が
れ
、
ま
た
経
済
発
展

と
い
う
味
方
も
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
町
に
ふ
さ
わ
し
い
町
に
発
展
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。
い
ま
改
め
て
先
人
の
皆
様
の
ご
尽
力
に
深
甚
の
敬
意
と
感
謝
を
申
し
上
げ
る
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
た
、
両
町
は
、
気
候
、
風
土
に
お
い
て
も
類
似
し
て
お
り
、
ま
た
人
情
味
あ
ふ
れ
る
町

で
あ
り
、
人
口
動
態
に
お
い
て
も
同
様
の
動
き
が
見
ら
れ
、
少
子
高
齢
化
が
加
速
傾
向
に
あ

り
ま
す
。
社
会
資
本
整
備
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
と
い
わ
れ
る
域
に
は
達

し
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
財
政
力
に
つ
い
て
は
そ
の
指
数
に
お
い
て
大
き
な
差
が
あ
り
ま
す

が
、
将
来
展
望
に
た
っ
て
深
謀
す
る
と
き
、
国
の
財
政
状
況
、
少
子
高
齢
化
そ
し
て
懸
念
さ

れ
る
小
規
模
自
治
体
を
巡
る
動
向
な
ど
を
思
考
い
た
し
ま
す
と
、
い
ま
町
村
合
併
へ
の
ア
ク

シ
ョ
ン
を
起
こ
す
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
ろ
う
と
認
識
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

い
よ
い
よ
合
併
協
議
が
本
格
的
に
進
め
ら
れ
ま
す
が
、
各
委
員
会
の
皆
様
、
ま
た
両
町
の

町
民
の
皆
様
の
賢
明
な
ご
判
断
の
も
と
、
こ
の
協
議
会
で
十
分
議
論
が
な
さ
れ
新
町
の
産
声

が
上
げ
ら
れ
ま
す
よ
う
心
か
ら
ご
祈
念
申
し
上
げ
あ
い
さ
つ
と
致
し
ま
す
。

ご
あ
い
さ
つ

神
崎
町
・
大
河
内
町
合
併
協
議
会

会
長
（
神
崎
町
長
）

足
立

あ

だ

ち

理
秋

み
ち
あ
き
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第
１
回
の
協
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
委
員
の
皆
様
に
は
、
大
変
重
要
で
ハ
ー
ド
な
任
務

を
お
願
い
致
し
ま
し
た
。
是
非
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
両
町
の
町
民
の
皆
様
に
と
っ

て
、
未
来
に
展
望
や
希
望
が
抱
け
る
よ
う
な
町
づ
く
り
の
議
論
を
大
い
に
期
待
い
た
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

さ
て
、
協
議
会
参
加
に
当
た
っ
て
の
大
河
内
町
は
、
神
崎
町
と
は
若
干
異
な
る
ス
タ
ン
ス
で

あ
り
、
協
議
会
の
中
で
合
併
の
是
非
を
も
検
証
致
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
合
併

を
否
定
い
た
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
の
合
併
に
対
す
る
問
題
意
識
を
、
少
し
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
大

河
内
町
は
神
崎
郡
最
北
部
の
少
子
高
齢
化
、
過
疎
化
の
進
行
す
る
人
口
５
３
０
０
余
人
の
非
常

に
小
さ
な
町
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
合
併
に
よ
っ
て
、
大
河
内
町
の
そ
れ
ぞ
れ
の
20
集
落
が

ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
、
そ
れ
が
一
番
心
配
な
課
題
で
あ
り
ま
す
。

合
併
を
し
て
、
町
・
役
場
は
残
っ
た
が
過
疎
化
に
拍
車
が
か
か
り
集
落
・
村
は
な
く
な
っ
た

と
い
う
よ
う
な
事
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
。
合
併
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
均
衡
有
る
新
町
の
発
展

と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
も
、
足
立
町
長
さ
ん
が
云
わ
れ
る
「
互
敬
互
譲
」
の
精
神
が
大
切
だ
と
思
い
ま

す
。
互
敬
互
譲
の
精
神
で
新
町
の
町
づ
く
り
の
議
論
が
出
来
る
か
出
来
な
い
か
が
、
問
わ
れ
て

い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。（
ち
な
み
に
こ
の
字
の
互
敬
互
譲
は
造
語
で
あ
り
ま
す
。「
合
併
の
理
念

に
表
現
」）

そ
れ
と
も
う
一
点
肝
心
な
こ
と
は
、
今
回
の
平
成
の
合
併
も
国
策
と
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
ど
ん
な
国
策
な
の
か
の
押
さ
え
が
非
常
に
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

国
・
地
方
合
わ
せ
て
７
０
０
兆
円
に
も
上
る
借
金
、
あ
る
意
味
国
の
失
政
の
付
け
を
合
併
と

い
う
大
リ
ス
ト
ラ
で
乗
り
切
ろ
う
と
云
う
こ
と
で
す
。
三
位
一
体
改
革
も
全
く
同
じ
視
点
で
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
本
来
の
地
方
分
権
、
地
方
へ
の
財
（
税
）
源
移
譲
の
話
は
、
私
た
ち
の
よ
う
な

田
舎
の
市
町
村
に
は
ほ
ど
遠
い
、
む
し
ろ
地
方
切
り
捨
て
・
都
市
型
政
策
と
い
え
る
こ
と
で
す
。

合
併
特
例
法
で
の
財
政
支
援
策
、
合
併
後
10
年
プ
ラ
ス
５
年
は
合
併
前
の
交
付
税
を
補
償
す

る
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
総
額
を
補
償
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
合
併
前
の
２
町

の
人
口
等
の
基
礎
的
数
字
で
、
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
を
す
る
と
言
う
だ
け
の
こ
と
で
す
。

平
成
16
年
度
予
算
で
も
地
方
交
付
税
・
臨
時
財
政
対
策
債
が
平
均
し
て
総
額
で
12
％
削
減
さ

れ
、
各
自
治
体
と
も
大
変
な
新
年
度
予
算
の
編
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。
平
成
16
年
度
で
総
額
１

兆
２
千
億
円
、
率
で
平
均
す
れ
ば
12
％
で
す
か
ら
、
政
府
は
後
３
〜
４
兆
円
、
最
終
的
に
は
交

付
税
原
資
分
に
削
減
し
た
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
地
方
へ
の
財
源
移
譲
も
あ
り
ま
す

が
、
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
相
当
に
厳
し
い
内
容
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。（
合
併
前
の
交
付

税
を
補
償
す
る
と
言
っ
て
も
、
交
付
税
総
額
が
３
／
４
に
な
れ
ば
必
然
的
に
３
／
４
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
。
交
付
税
原
資
分
と
も
な
れ
ば
約
半
分
に
な
る
。）

合
併
特
例
債
に
つ
い
て
も
７
割
を
交
付
税
に
算
入
す
る
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
基
準
財
政
需

要
額
と
の
関
係
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
私
は
こ
れ
に
つ
い
て
も
担
保
（
補
償
）
さ
れ
て
い
る
と
は
言

い
切
れ
な
い
の
で
は
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
を
含
め
て
国
の
動
向
は
き
わ
め
て
不
確
定
要
素
が
多
い
、
そ
ん
な
甘
い
も
の
で
は
な

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
各
集
落
懇
談
会
で
説
明
を
致
し
ま
し
た
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
現
制
度
下
に
お

け
る
試
算
で
あ
り
ま
し
て
、
国
の
動
向
如
何
で
は
全
く
議
論
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
内
容
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
合
併
を
す
れ
ば
全
て
が
解
決
す
る
と
考
え
て
は
い
け
な
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

今
回
、
２
町
の
法
定
合
併
協
議
会
を
立
ち
上
げ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
不
確
定
要
素
、

そ
し
て
互
敬
互
譲
に
よ
る
均
衡
有
る
新
町
建
設
計
画
・
ま
ち
づ
く
り
を
充
分
に
検
証
・
検
討
し

て
、
両
町
の
町
民
に
と
っ
て
最
善
の
選
択
に
つ
な
が
っ
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。
両
町
の
皆
さ
ま

の
真
摯
な
討
論
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ご
あ
い
さ
つ

神
崎
町
・
大
河
内
町
合
併
協
議
会

副
会
長
（
大
河
内
町
長
）

上
野

う

え

の

英
一

ひ
で
か
ず



協
議
会
の
名
称
や
組
織
、
委
員
な
ど
基

本
と
な
る
事
項
を
定
め
た
規
約
が
報
告
さ

れ
ま
し
た
。

協
議
会
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
た

規
約
や
、
事
務
局
職
員
の
事
務
従
事
に
関

す
る
内
容
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
協
議
書
等

が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
会
委
員
等
の
公
務
災
害
補
償
の
取

扱
い
を
定
め
た
確
認
書
が
報
告
さ
れ
ま
し

た
。

協
議
会
の
事
務
の
一
部
に
つ
い
て
調
査

・
審
査
を
行
う
小
委
員
会
の
設
置
に
つ
い

て
提
案
さ
れ
、
新
町
の
名
称
や
位
置
を
検

討
す
る
委
員
会
、
新
町
の
建
設
計
画
を
検

討
す
る
委
員
会
の
二
委
員
会
を
置
く
こ
と

が
報
告
さ
れ
、
新
町
の
建
設
計
画
小
委
員

会
で
は
、
専
門
的
に
検
討
す
る
三
つ
の
分

科
会
も
設
置
さ
れ
る
報
告
が
さ
れ
ま
し

た
。両

町
の
助
役
、
教
育
長
、
総
務
課
長
及

び
専
門
部
会
長
で
構
成
さ
れ
る
幹
事
会
に

つ
い
て
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

両
町
の
合
併
に
む
け
て
、
事
務
の
一
元

化
を
進
め
る
た
め
、
行
政
組
織
を
総
務
・

企
画
、
住
民
・
健
康
・
福
祉
、
教
育
、
産

業
・
建
設
、
議
会
、
税
務
・
出
納
、
上
下

水
道
、
電
算
、
新
町
建
設
計
画
の
九
部
会

に
分
け
、
さ
ら
に
三
十
三
分
科
会
に
編
成

す
る
こ
と
な
ど
を
定
め
た
要
綱
が
報
告
さ

れ
ま
し
た
。
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合
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協
議
会

を
開
催
し
ま
し
た
。
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事
務
局
の
職
務
な
ど
を
定
め
た
規
程
が

報
告
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
会
で
使
用
す
る
公
印
の
管
理
と
使

用
な
ど
を
定
め
た
規
程
が
報
告
さ
れ
ま
し

た
。協

議
会
の
予
算
、
決
算
な
ど
を
定
め
た

規
程
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
会
等
の
委
員
が
会
議
に
出
席
す
る

際
の
報
酬
な
ど
に
つ
い
て
の
、
取
扱
い
の

報
告
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

協
議
会
予
算
に
つ
い
て
報
告
が
行
わ

れ
、
会
議
の
開
催
費
、
事
務
局
の
運
営
費
、

合
併
に
関
す
る
調
査
啓
発
費
な
ど
、
総
額

四
百
七
十
三
万
円
の
予
算
が
報
告
さ
れ
ま

し
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
費
用
は
協
議
会

規
約
に
よ
り
両
町
で
均
等
に
負
担
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

協
議
会
の
会
議
運
営
に
つ
い
て
必
要
な

事
項
を
定
め
た
規
程
が
上
程
さ
れ
、
原
案

ど
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
会
の
会
議
の
傍
聴
に
つ
い
て
必
要

な
事
項
を
定
め
た
規
程
が
上
程
さ
れ
、
原

案
ど
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
会
の
会
議
録
や
会
議
に
提
出
さ
れ

た
文
書
な
ど
の
閲
覧
方
法
を
定
め
た
規
程

が
上
程
さ
れ
、
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
ま

し
た
。

合
併
協
議
会
を
毎
月
第
二
日
曜
日
、
第

四
水
曜
日
に
原
則
と
し
て
定
例
開
催
す
る

こ
と
や
、
会
議
場
所
は
両
町
交
互
に
持
ち

回
る
こ
と
な
ど
、
会
議
の
詳
細
に
つ
い
て

の
申
し
合
わ
せ
事
項
が
上
程
さ
れ
、
原
案

ど
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

国
や
県
の
合
併
推
進
に
関
す
る
諸
々
の

支
援
策
を
受
け
る
た
め
、
支
援
地
域
の
指

定
に
つ
い
て
上
程
さ
れ
、
原
案
ど
お
り
承

認
さ
れ
ま
し
た
。
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協

議

事

項

提

案

事

項

大 河 内 町

H16.02.15（日）

H16.03.20（土）

H16.04.11（日）

H16.05.09（日）

H16.06.13（日）

H16.07.11（日）

H16.08.08（日）

H16.09.12（日）

H16.10.12（火）

H16.11.14（日）

H16.12.12（日）

H17.01.09（日）

H17.02.13（日）

H17.03.06（日）

神 崎 町

H16.03.02（火）

H16.03.31（水）

H16.04.28（水）

H16.05.26（水）

H16.06.30（水）

H16.07.28（水）

H16.08.25（水）

H16.09.29（水）

H16.10.27（水）

H16.11.24（水）

H16.12.22（水）

H17.01.26（水）

H17.02.23（水）

H17.03.23（水）

※会場：神  崎  町　神崎町ケーブルテレビネットワーク
会議室

　　　　大河内町　大河内町保健福祉センター   2F　
福祉講習室

※原則として午後１時30分からです。

今後の合併協議会の開催スケジュール
部分は開催済みです

当面の予定日であり、両町の行事等で変更もあります。
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神
崎
町
・
大
河
内
町
合
併
協
議
会
は
、
地
方
自
治
法
及
び
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関

す
る
法
律
（
合
併
特
例
法
）
に
基
づ
き
、
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
協
議
会
、
小
委
員
会
、

幹
事
会
、
専
門
部
会
、
事
務
局
で
構
成
さ
れ
ま
す
。

協　議　会

・合併項目の協議・審議

専　門　部　会

・協議会への付議項目の検討、調査研究
・新町の事務事業の処理方法等の検討・調査研究

小　委　員　会

・協議会で付託された合併項目を調査・審議

第１委員会＝新町名称、庁舎等　

１０名

規約１号委員 ＝ 町　長 ＝ ０２名

規約２号委員 ＝ 議　会 ＝ ０６名

規約３号委員 ＝ 識見者 ＝ ２０名

規  約  ８  条 ＝ 顧　問 ＝ ０２名

幹　事　会

会議＝助役､教育長､総務課長､専門部会会長

第２委員会＝新町建設計画
２８名

協 議 会 事 務 局

監 査 委 員

住民説明・啓発

d c

d c

d  c

・協議会への付議項目の協議・調整
・新町の事務事業の方針決定

各町１名　２名

７名

部　　　会

分　科　会

会議＝分科会会長(専門部会正副会長)

総務･企画、住民･保健･福祉、教育、産業･建設、議会、税務

・出納、上下水道、電算、新町建設計画

会議＝分科会正副会長、各事務担当

神崎町・大河内町合併協議会委員名簿（平成16年2月4日現在）

神崎町・大河内町合併協議会組織体制

合
併
協
議
会
の
概
要

Kanzaki

Okawachi

氏　名

足 立 理 秋

上 野 英 一

多 田 　 昌

小 寺 義 裕

中 塚 義 之

立 石 富 章

奥 野 恒 夫

闍 内 直 喜

足 立 高 正

生 田 良 昭

井 上 秀 男

岩 本 精 介

尾 上 徳 美

上 垣 　 博

高 橋 勝 洋

立岩三代子

神 崎 町

大 河 内 町

神 崎 町

大 河 内 町

神 崎 町

大 河 内 町

神 崎 町

大 河 内 町

神 崎 町

大 河 内 町

神 崎 町

大 河 内 町

神 崎 町

大 河 内 町

神 崎 町

大 河 内 町

１号
委員

２号
委員

３号
委員

区　　分 氏　名

竹 國 洋 子

日 和 貞 憲

中山祐美子

藤 原 　 昇

闊 納 　 正

藤 原 博 一

藤 原 鉄 也

藤 原 安 晴

堀 口 勝 久

正城眞佐子

松 原 博 興

松 山 陽 子

前 川 清 寿

馬 場 英 司

太 田 昭 男

藤 原 　 建

神 崎 町

大 河 内 町

神 崎 町

大 河 内 町

神 崎 町

大 河 内 町

神 崎 町

大 河 内 町

神 崎 町

大 河 内 町

神 崎 町

大 河 内 町

県 会 議 員

中播磨県民局長

神崎町監査委員

大河内町監査委員

３号
委員

８条
（顧問）

監査
委員

区　　分
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一番のメリットは、交付金や人件費

削減に伴う財政的な効果が考えられ

ます。その他一般的にいわれるメリットには次の

ようなものがあります。

１）広域的な観点からの土地利用が可能となる。

２）公共施設の相互利用がしやすくなる。

３）生活基盤整備を広域的な視点に立って実施

できる。

４）合併特例債等を活用し、基盤整備ができる。

５）多様な住民ニーズに対応した組織・人材の

確保が可能になる。

合併協議会では、合併するかどうかを

含め、合併に関するあらゆる事項につ

いて協議されます。協議会は、通常、両町議会の

議員、町長、学識経験者で構成され、合併の時

期、新町の名称、合併の方式（新設合併・編入合

併）、役場（庁舎）の位置、財産の取扱い、新町

建設計画（まちづくり計画）の作成等に関する協

議を行います。

A１ A２

● 市町村合併について考えよ
う！ ●

1

Q１ 両町が合併するメリットは
何ですか？

Q２ 合併協議会ではどのような
ことをするのですか？

ここでは、市町村合併に関する疑問や質問をＱ＆Ａ形式でお答えします。

H15.8.27
～10.18

H15.10.10

H15.11.28

H15.11.5
～12.17

H15.11.11

H15.11.24

H15.12.19

H15.12.22

H16.1.9

大河内町住民説明会（町内20会場）

市町村合併問題調査特別委員会（大河内町）

市町村合併問題調査特別委員会（大河内町）

市町村合併を考える会（大河内町）
（各集落代表、 一般公募の57名  ７回開催）

合併問題団体長会議（神崎町）

神崎町21ふるさとづくり推進協議会

市町村合併問題調査特別委員会（大河内町）

識見者会議（歴代特別職、議会議長、
寺前・長谷財産区議長）（大河内町）

町内各種団体長会議（大河内町）

H16.1.14
～1.30

H16.1.14
～1.29

H16.1.30
H16.1.30

H16.2.3

H16.2.3

H16.2.4

H16.2.15

H16.2.15

大河内町住民説明会（町内20会場）

神崎町住民説明会（町内19会場）

市町村合併問題調査特別委員会（大河内町）
市町村合併問題調査特別委員会（神  崎  町）

大河内町臨時議会において、合併協議会設
置議案を付議
大河内町可決（賛成11：反対０　欠０）

神崎町臨時議会において、合併協議会設置
議案を付議
神崎町可決　（賛成13：反対０　欠０）

神崎町・大河内町合併協議会を設置

神崎町・大河内町合併協議会発足式

第1回合併協議会

神崎町・大河内町合併協議会設立までの経緯神崎町・大河内町合併協議会設立までの経緯



合併協議会からのお知らせ合併協議会からのお知らせ

◆協議会の傍聴について
　合併協議会は、原則公開することとなっています。傍聴をご希望される方は、協議

会の開会時間の15分前までに会場にお越しいただき、傍聴受付簿に住所・氏名をご記

入ください。傍聴をされる方に傍聴証をお渡しします。

　ただし、傍聴をご希望される方が多数ある場合には、会場の都合などで傍聴の人数

を制限することもありますので、ご了承ください。

◆傍聴の注意事項
　会議の周囲の人に迷惑をかけるなどの行為がある場合は、傍聴できません。

　また、カメラや録音機などの持ち込みも制限されていますので、ご協力をお願いい

たします。

◆会議の資料の公表
　合併協議会の資料や会議録は、合併協議会事務局のほか両町役場でも閲覧できます。

　その他ホームページでもご覧になれます。

人　口

世帯数

面　積

神崎町

8,261人

2,245世帯

105.10裄

大河内町

5,239人

1,602世帯

97.17裄

両町あわせると

13,500人

3,847世帯

202.27裄

神崎町・大河内町の人口、世帯数、面積

編集・発行編集・発行

神崎町・大河内町合併協議会事務局

〒679－3116
兵庫県神崎郡大河内町寺前64
TEL 0790－34－0002　FAX 0790－34－0691
Ｅ-mail 　gappeikyou@town.okawachi.hyogo.jp　
ホームページ　http://www.town.kanzaki.hyogo.jp/gappeikyou/

（平成12年国勢調査）
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職　　名

事　務　局　長

次長兼総務係長

主幹兼調整係長

主幹兼計画係長

電算・情報係長

総務担当主査

臨　時　職　員

氏　名

内藤春夫

浅田譲二

細岡弘之

吉岡嘉宏

谷綛和人

闊納智彦

植野瑞穂

派遣元

神崎町

大河内町

神崎町

大河内町

大河内町

神崎町

合併協議会事務局職員名簿（平成16年2月4日現在）


